
○
告

示

施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称

所

在

地

指
定
年
月
日

川

野

貴

義

ク
ロ
ー
バ
ー
整
骨

院
か
わ
の

別
府
市
野
口
元
町
一
一
―
一
七

平
二
八
・

九
・
一
五

嶋

澤

康

は
じ
め
整
骨
院

中
津
市
大
字
大
塚
五
三
九
―
四

平
三
〇
・

一
・

一

橋

本

光

則

橋
本
整
骨
院

佐
伯
市
常
盤
東
町
二
―
二
三
リ
バ
ー
サ

イ
ド
ハ
イ
ツ
Ⅰ
一
―
Ｄ

平
三
〇
・

一
・
一
五

真

﨑

誠

整
骨
院
Ｚ
Ｅ
Ｎ
別

府
院

別
府
市
楠
町
三
八
二
―
七

平
三
〇
・

一
・
一
七

菅

村

光

祐

た
か
だ
整
骨
院

豊
後
高
田
市
新
町
二
八
二
〇
―
一
モ
ー

ル
街
Ｆ
号

平
三
〇
・

一
・
二
六

佐
矢
本

弘

志

さ
や
も
と
整
骨
院

中
津
市
北
堀
川
町
三
六
〇

平
三
〇
・

二
・

一
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施
術
者
の
氏
名

施
術
者
の
住
所

指
定
年
月
日

石

田

将

喜

別
府
市
石
垣
東
四
丁
目
四
―
三
四

平
三
〇
・

一
・
二
二

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

告

示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
施
術
者
（
開
設
者
で
あ
る
施
術
者
）
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
施
術
者
（
開
設
者
で
な
い
施
術
者
）
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
施
術
者
（
開
設
者
で
あ
る
施
術
者
）
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
施
術
者
（
開
設
者
で
な
い
施
術
者
）
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

平
成
二
十
九
年
十
一
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
適
当
の
決
定
及
び
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

指
定
予
定
保
安
林
（
四
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

道
路
区
域
の
変
更
（
五
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

大
分
都
市
計
画
大
分
港
臨
港
地
区
内
の
分
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

労
働
委
員
会
告
示

大
分
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

大
分
県
告
示
第
百
四
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
（
開
設

者
で
あ
る
施
術
者
）
を
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
四
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
（
開
設

者
で
な
い
施
術
者
）
を
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
四
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保

平

成

三

十

年

第

二

九

六

一

号

二
月
二
十
七
日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称

所

在

地

廃
止
年
月
日

末

広

修

司

末
広
整
骨
院

別
府
市
上
田
の
湯
町
一
―
三

平
二
八
・

三
・
三
一

末

広

佳

代

末
広
整
骨
院

別
府
市
東
荘
園
四
―
一

〃

金

枝

徳

広

金
枝
整
骨
院

中
津
市
北
堀
川
町
三
六
〇

〃

川

野

欣

也

ク
ロ
ー
バ
ー
整
骨

院
か
わ
の

別
府
市
野
口
元
町
一
一
―
一
七

平
二
八
・

八
・
三
一

高

橋

伊

代

た
ん
ぽ
ぽ
整
骨
院

別
府
市
亀
川
浜
田
町
八
―
九
グ
ラ
ン

デ
ー
ル
タ
カ
オ
一
Ｆ

〃

嶋

澤

康

し
ま
ざ
わ
整
骨
院

中
津
市
豊
田
町
三
―
一
―
三
五

平
二
九
・

七
・
三
一

奥

田

哲

也

お
く
だ
整
骨
院

津
久
見
市
千
怒
六
〇
二
七

平
二
九
・

九
・

四

砂

川

達

耶

す
な
が
わ
柔
道
整

復
院

杵
築
市
大
字
相
原
二
八
六
―
一
―
一

平
二
九
・

九
・
二
八

安

東

常

富

安
東
整
骨
院

豊
後
高
田
市
新
町
二
〇
二
四
―
五

平
二
九
・

九
・
三
〇

嶋

澤

康

は
じ
め
整
骨
院

中
津
市
大
字
大
塚
五
三
九
―
四

平
二
九
・
一
〇
・
三
一

中

垣

守

弘

中
垣
整
骨
院

日
田
市
玉
川
町
五
六
三

平
二
九
・
一
二
・
一
八

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

施
術
者
の
氏
名

施
術
者
の
住
所

廃
止
年
月
日

福

田

康

道

別
府
市
浜
町
一
七
―
二

平
二
八
・

四
・

一

渡

邉

亮

杵
築
市
相
原
四
〇
九
―
一
三

平
二
八
・

六
・
二
三

國

見

勇

希

佐
伯
市
新
女
島
区
六
班

平
二
八
・
一
〇
・
一
九

西

田

良

一

別
府
市
朝
見
一
丁
目
一
八
―
五

平
二
八
・
一
二
・
一
三

河

野

裕

武

臼
杵
市
大
字
戸
室
四
六
四
―
三

平
二
九
・

四
・
二
六

菅

村

光

祐

宇
佐
市
大
字
上
田
五
四
九
ベ
ル
・
ア
ン
ジ
ュ
Ⅰ
二
〇
四

平
二
九
・

七
・

五

岡

山

朱

理

杵
築
市
山
香
町
大
字
山
浦
五
〇
〇
八

平
二
九
・

七
・
一
八

山

田

千

春

宇
佐
市
小
向
野
二
〇
九

平
二
九
・

八
・

一

園

田

洋

別
府
市
東
荘
園
九
丁
目
一
組

平
二
九
・
一
一
・
三
〇

佐
矢
本

弘

志

中
津
市
大
字
中
殿
五
〇
〇
―
一
ト
ラ
ン
キ
ー
ル
二
〇
一

平
二
九
・
一
二
・
二
二

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
施
術
者
（
開
設
者
で
あ

る
施
術
者
）
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
四
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保

護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
施
術
者
（
開
設
者
で
な

い
施
術
者
）
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
四
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ま
ち
づ
く
り

ツ
ク
ミ
ツ
ク
リ
タ
イ

三

代
表
者
の
氏
名

髙

瀨

幸

伸

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
久
見
市
中
央
町
六
番
十
五
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
津
久
見
市
中
心
部
の
ま
ち
づ
く
り
に
鑑
み
、
市
民
や
来
訪
者
の
た
め
に
、
ま
ち
の
賑
わ

い
創
出
な
ど
の
事
業
を
展
開
す
る
な
ど
、
津
久
見
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
観
光
振

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二
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!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
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!
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!

!
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!
!
!
!
!
!
!
!

興
、
中
心
市
街
地
活
性
化
、
商
業
振
興
等
に
寄
与
し
、
ふ
る
さ
と
津
久
見
の
創
生
を
目
指
し
て
い
く
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
、
他
の
団
体
と
連
携
す
る
な
ど
、
幅
広
い
活
動

を
推
進
す
る
。

大
分
県
告
示
第
百
四
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｄ
―
ｐ
ｌ
ａ
ｚ
ａ

大
分
市
大
字
勢
家
千
百
三
十
七
番
地

外

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

大
分
交
通
株
式
会
社

代
表
取
締
役

杉

原

正

晴

大
分
市
大
字
勢
家
字
芦
崎
千
百
三
番
三

３

変
更
し
た
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

代
表
取
締
役
社
長

幸

重

綱

二

変
更
後

代
表
取
締
役

杉

原

正

晴

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

大
分
交
通
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

幸

重

綱

二

大
分
市
大
字
勢
家
千
百
三
十
七
番
地

外

株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ

代
表
取
締
役
社
長

安

田

隆

夫

東
京
都
江
戸
川
区
北
!
西
四
丁
目
十
四
番
一
号

変
更
後

株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ

代
表
取
締
役
社
長

大

原

孝

治

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
十
九
番
十
号

株
式
会
社
ホ
リ
デ
イ
ズ

代
表
取
締
役

長
谷
川

慎

介

由
布
市
湯
布
院
町
川
上
三
千
十
九
の
一
番
地

株
式
会
社
エ
ク
ス
ト
リ
ン
ク

代
表
取
締
役

廣

瀬

祐

一

大
阪
府
大
阪
市
北
区
曽
根
崎
二
―
三
―
五
梅
新
第
一
生
命
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
十
六
Ｆ

４

変
更
の
年
月
日

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

⑴

平
成
二
十
一
年
八
月
十
日
（
株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
住
所
変
更
）

⑵

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日
（
株
式
会
社
ホ
リ
デ
イ
ズ
入
居
）

⑶

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
（
株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
代
表
者
変
更
）

⑷

平
成
二
十
八
年
十
月
二
日
（
株
式
会
社
エ
ク
ス
ト
リ
ン
ク
入
居
）

二

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
八
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
七
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年

六
月
二
十
七
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以

下
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
中
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。な

お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
百
四
十
七
号

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



違
反
の

内
容－－

試
験
項
目

栄
養
成
分
等
―
粗
た

ん
白
質
・
粗
脂
肪
・

粗
繊
維
・
粗
灰
分

栄
養
成
分
等
―
粗
た

ん
白
質
・
粗
脂
肪
・

粗
繊
維
・
粗
灰
分

製
造
年
月

平
成
２９
年

１１
月

平
成
２９
年

１１
月

飼
料
の
名
称

く
み
あ
い
配
合
飼

料
ブ
ラ
イ
ト
レ
イ

ヤ
ー
１３５
Ｖ
Ｅ

Ｎ
Ｅ
Ｗ
こ
だ
か
ら

収
去
場
所
及

び
法
人
番
号

同
左

同
左

製
造
事
業
場
等
の
名
称
、

法
人
番
号
及
び
所
在
地

ジ
ェ
イ
エ
イ
北
九
州
く
み

あ
い
飼
料
株
式
会
社
大
分

工
場

７２９０００１００７０８３

速
見
郡
日
出
町
大
字
川
崎

字
浜
田
５９６９

番
地
の
１０

株
式
会
社
大
分
く
り
き

２３２０００１００８３４７

速
見
郡
日
出
町
川
崎
５９６９

の
１３

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

事

業

名

地
区
名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

（
水
質
保
全
対
策
）

大
井
手
地
区

平
三
〇
・

二
・
二
七
か
ら

平
三
〇
・

三
・
一
九
ま
で

中
津
市
役
所

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十

六
条
第
一
項
及
び
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令

第
百
九
十
八
号
）
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
に
検
査
し
、
収
去
し
た
飼
料

の
試
験
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
四
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
井
手
堰

土
地
改
良
区
理
事
長
橋
本
勍
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
四
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

佐
伯
市
本
匠
大
字
上
津
川
字
谷
迫
八
二
七
番
一
・
八
三
五
番
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
八
二
六
番
一
、
八
三
一
番
一
、
八
三
一
番
三
、
八
三
二
番
、
字
兎
喰
八
三
七
番
一

か
ら
八
三
七
番
三
ま
で
、
八
三
七
番
七
、
八
四
七
番
二
、
八
四
九
番
一
、
字
空
ケ
畑
八
四
五
番
一
、
八
四

五
番
二
、
字
観
音
岩
九
一
一
番
一
、
九
二
三
番
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
九
二
三
番
二
、

九
二
三
番
五
、
九
二
七
番
一

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
百
五
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

中
津
市
山
国
町
槻
木
字
轟
迫
三
三
八
八
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

字
轟
迫
三
三
八
八
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
中
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
百
五
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

中
津
市
山
国
町
槻
木
字
蛭
原
三
〇
一
五
番
、
三
〇
一
八
番

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

字
蛭
原
三
〇
一
五
・
三
〇
一
八
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
中
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
百
五
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

佐
伯
市
鶴
見
大
字
有
明
浦
字
扇
山
下
一
七
六
番
、
字
塚
ノ
本
一
七
七
番
、
一
七
八
番
一
、
字
水
ノ
浦
三

九
八
番
・
四
〇
四
番
・
字
西
ノ
浦
四
五
八
番
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

四
六
〇
番
二
、
四
六
一
番
、
四
九
二
番
、
四
九
四
番

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
百
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五



道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延

長

備
考

臼
杵
市
大
字
深
江
字
中
道
上

九
一
七
番
二
か
ら

臼
杵
市
大
字
深
江
字
赤
礁
一

四
一
四
番
七
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

一
九
・
〇

〜

三
・
九

メ
ー
ト
ル

九
一
六
・
〇

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

分
を
い

う
。

県
道
大
泊
浜

徳
浦
線

臼
杵
市
大
字
深
江
字
中
道
上

九
一
七
番
二
か
ら

臼
杵
市
大
字
深
江
字
赤
礁
一

四
一
四
番
七
ま
で

後

Ａ

一
九
・
〇

〜

三
・
九

九
一
六
・
〇

臼
杵
市
大
字
深
江
字
中
道
上

九
一
九
番
三
か
ら

臼
杵
市
大
字
深
江
字
赤
礁
一

四
一
四
番
七
ま
で

Ｂ

四
七
・
五

〜

八
・
七

八
六
〇
・
〇

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延

長

備
考

津
久
見
市
大
字
上
青
江
字
木

戸
口
四
一
三
三
番
一
〇
か
ら

津
久
見
市
セ
メ
ン
ト
町
四
六

九
番
四
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

二
九
・
〇

〜

七
・
〇

メ
ー
ト
ル

二
、
〇
一
八
・
六

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

一
般
国
道
二

一
七
号

津
久
見
市
大
字
上
青
江
字
木

戸
口
四
一
三
三
番
一
〇
か
ら

津
久
見
市
セ
メ
ン
ト
町
四
六

九
番
四
ま
で

後

Ａ

二
九
・
〇

〜

七
・
〇

二
、
〇
一
八
・
六

分
を
い

う
。

津
久
見
市
大
字
上
青
江
字
中

通
四
〇
三
二
番
一
か
ら

津
久
見
市
セ
メ
ン
ト
町
四
六

九
番
六
ま
で

Ｂ

五
一
・
〇

〜
一
三
・
〇

一
、
七
四
二
・
五

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延

長

備
考

豊
後
大
野
市
朝
地
町
上
尾
塚

字
河
平
一
八
五
九
番
二
か
ら

豊
後
大
野
市
朝
地
町
下
野
字

羽
妻
一
二
一
四
番
六
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

四
六
・
〇

〜

七
・
〇

メ
ー
ト
ル

一
、
二
〇
〇
・
〇

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

県
道
緒
方
朝

地
線

豊
後
大
野
市
朝
地
町
上
尾
塚

字
河
平
一
八
五
九
番
二
か
ら

豊
後
大
野
市
朝
地
町
下
野
字

羽
妻
一
二
一
四
番
六
ま
で

後

Ａ

四
六
・
〇

〜

七
・
〇

一
、
二
〇
〇
・
〇

豊
後
大
野
市
朝
地
町
上
尾
塚

字
河
平
一
八
五
九
番
二
か
ら

豊
後
大
野
市
朝
地
町
下
野
字

羽
妻
一
二
一
四
番
七
ま
で

Ｂ

一
一
六
・
〇

〜
一
三
・
〇

一
、
一
七
〇
・
〇

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

六



道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延

長

県
道
百
枝
大

野
線

豊
後
大
野
市
大
野
町
片
島
字
杉
園
一
一

九
七
番
地
先
内

前

メ
ー
ト
ル

二
七
・
三

〜

九
・
二

メ
ー
ト
ル

三
六
・
七

後

三
〇
・
四

〜

九
・
二

三
六
・
七

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延

長

一
般
国
道
二

一
三
号

国
東
市
国
東
町
北
江
字
福
井
三
〇
七
〇

番
一
地
先
か
ら

国
東
市
国
東
町
北
江
字
福
井
三
〇
六
九

番
一
地
先
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

一
三
・
三

〜
一
三
・
三

メ
ー
ト
ル

八
・
〇

後

一
五
・
六

〜
一
三
・
三

八
・
〇

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
百
枝
大
野
線

豊
後
大
野
市
大
野
町
片
島
字
杉
園
一
一
九
七
番
地
先

内

平
三
〇
・

二
・
二
七

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道
二
一
三
号

国
東
市
国
東
町
北
江
字
福
井
三
〇
七
〇
番
一
地
先
か

ら国
東
市
国
東
町
北
江
字
福
井
三
〇
六
九
番
一
地
先
ま

で

平
三
〇
・

二
・
二
七

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
五
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
五
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
六
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

七



道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
両
子
山
武
蔵
線

国
東
市
武
蔵
町
吉
広
字
五
椀
畑
三
一
四
七
番
二
地
先

か
ら

国
東
市
武
蔵
町
吉
広
字
高
次
三
二
四
二
番
二
地
先
ま

で

平
三
〇
・

二
・
二
七

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

地

区

名

面

積
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

用

途

西
大
分

（
五
）

五

埠
頭
用
地

（
五
）

五

港
湾
関
連
用
地

（
一
）

一

交
流
厚
生
用
地

（
三
）

三

工
業
用
地

（
五
）

五

交
通
機
能
用
地

（
九
）

九

緑
地

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

○
労
働
委
員
会
告
示

氏

名

現

職

及

び

前

歴

委
嘱
年
月
日

す

が

よ
う

じ

須

賀

陽

二

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長
公
益
委
員

弁
護
士

平
二
二
・

二
・

九

す
ず

き

よ
し

あ
き

鈴

木

芳

明

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長
代
理
公
益
委
員

大
分
大
学
名
誉
教
授

平
二
五
・

二
・
二
六

せ
き

け
い

こ

関

惠

子

大
分
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

元
大
分
県
大
阪
事
務
所
長

平
二
八
・

二
・

九

み

う
ら

や
す

こ

三

浦

恭

子

大
分
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

一
級
建
築
士

平
二
六
・

二
・
一
二

ふ
か

だ

し
げ

と

深

田

茂

人

大
分
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

弁
護
士

平
二
八
・

二
・

九

さ

と
う

ひ
ろ

と

佐

藤

寛

人

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
大
分
県
連
合
会
会
長

平
二
八
・

二
・

九

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
六
十
一
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
大

分
港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
を
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要

大
分
港
港
湾
計
画
に
つ
い
て
、
土
地
需
要
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
変
更
し
た
事
項
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

１

土
地
利
用
計
画

注
１

（

）
内
は
、
港
湾
の
開
発
、
利
用
及
び
保
全
並
び
に
港
湾
に
隣
接
す
る
区
域
の
保
全
に
特
に

密
接
に
関
連
す
る
土
地
利
用
計
画
の
内
数
で
あ
る
。

注
２

端
数
処
理
の
た
め
、
内
数
の
和
は
必
ず
し
も
合
計
と
は
な
ら
な
い
。

注
３

今
回
の
変
更
に
係
る
区
域
に
つ
い
て
の
み
記
述
し
た
。

二

港
湾
計
画
の
縦
覧
の
場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課

大
分
県
告
示
第
百
六
十
二
号

大
分
都
市
計
画
大
分
港
臨
港
地
区
内
の
分
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
二
年
大
分
県
告
示
第
二

百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

二
の
項
の
㈠
中
「
並
び
に
大
字
勢
家
字
春
日
浦
八
四
三
の
二
」
を
「
、
二
九
〇
五
の
五
か
ら
二
九
〇
五
の

八
ま
で
、
二
九
〇
七
の
一
の
一
部
並
び
に
大
字
勢
家
字
春
日
浦
八
四
三
の
二
」
に
改
め
る
。

四
の
項
の
㈠
中
「
、
二
九
〇
五
の
五
か
ら
二
九
〇
五
の
八
ま
で
、
二
九
〇
五
の
一
〇
」
を
「
、
二
九
〇
五

の
一
〇
」
に
改
め
る
。

大
分
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

大
分
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長

須

賀

陽

二

大
分
県
報
（
告
示
・
労
働
委
告
示
）

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

八



ま
つ

お

り
ゅ
う

じ

松

尾

竜

二

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

新
日
鐵
住
金
大
分
労
働
組
合
組
合
長

平
二
六
・

九
・
二
四

し

が

し
ん

じ

志

賀

慎

二

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
労
働
組
合
大
分
連
絡
協
議
会
議
長

平
二
六
・

二
・
一
二

ふ
じ

も
と

ま
さ

ふ
み

藤

本

雅

史

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

情
報
産
業
労
働
組
合
連
合
会
大
分
県
協
議
会
議
長

平
二
八
・

二
・

九

お
お

た

み

の

り

太

田

美
乃
里

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
大
分
県
支
部
男
女
共
同
参
画
推
進
委
員
長

平
二
八
・

二
・

九

お
お

つ
か

の
ぶ

ひ
ろ

大

塚

伸

宏

大
分
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

大
分
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

平
二
二
・

二
・

九

あ
か

ま
つ

け
ん
い
ち
ろ
う

赤

松

健
一
郎

大
分
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

三
和
酒
類
株
式
会
社
代
表
取
締
役
会
長

平
二
〇
・

二
・
一
二

た

き
た

ひ
ろ

ゆ
き

田

北

裕

之

大
分
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

大
分
製
紙
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

平
二
〇
・

二
・
一
二

し
ら

か
わ

け
ん

い
ち

白

川

憲

一

大
分
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

大
分
交
通
株
式
会
社
常
務
取
締
役

平
三
〇
・

二
・
一
三

お
お

や
ま

な
お

み

大

山

直

美

大
分
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

大
分
エ
コ
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

平
三
〇
・

二
・
一
三

お
お

た

ひ
さ

と

太

田

尚

人

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

平
二
八
・

四
・
一
二

ご

と
う

だ
い

後

藤

大

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局
調
整
審
査
課
長

平
二
六
・

四
・

八

大
分
県
報
（
労
働
委
告
示
）

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

九


